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保育所の設備及び運営に関する基準等の改正に関する

意見募集（パブリックコメント）について 

 

 保育所の設備運営基準、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件及び幼保連携型認

定こども園の設備運営基準については、それぞれ児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23

年厚生省令第63号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三

条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関

する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号）又は幼保連携型認定こども園の学

級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）

（以下これらを「基準省令等」という。）に基づき、都道府県の条例で定めることとされており、本

県においては、基準省令等に定めるものをもってその基準とすることとされています。 

 この度、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令（令和８年内閣府

令第10号）等により基準省令等の一部が改正され、改正後の基準省令等の規定が本県の基準として適

用されることとなります。 

 ついては、次のとおり意見を募集しますので、御意見をお寄せくださるようお願いします。 

 

１ 意見募集対象 

・ 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和６年秋田県条例第56号）第３条

に定める保育所の設備及び運営に関する基準の改正 

・ 秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例（令和６年秋田県条例第55号）第３条第１項及

び第２項に定める認定こども園（幼保連携型認定こども園を除く。）の認定の要件の改正 

・ 秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和６年秋田県条例第57号）第３条に定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準の改正 

※ 改正内容については、別添の関係資料を御覧ください。 

 

２ 関係資料等の閲覧方法 

⑴ インターネット 

 秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載 

⑵ 印刷物の閲覧 

・ 閲覧場所 秋田県人口戦略部こども支援課（県庁本庁舎５階） 

 秋田県総務部広報広聴課（県庁本庁舎１階） 

 秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課（秋田地域振興局を除く。） 

・ 閲覧時間 午前８時30分から午後５時15分まで（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。） 

 

３ 意見の提出期間 

 令和８年４月２７日（月）から同年５月２７日（水）まで 
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４ 意見の提出方法 

 意見書様式（任意の様式でも可）に記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メール、Google フォー

ムのいずれかの方法で意見の提出期間中に提出してください。 

◎ 意見の提出先 

⑴ 郵便 〒010-8570 秋田市山王四丁目１番１号 

 秋田県 人口戦略部 こども支援課 幼保推進チーム 

⑵ ファクシミリ (018)860-3895 

⑶ 電子メール  kodomo@pref.akita.lg.jp 

 ⑷ Google フォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1XILDDUpHgq36kf36ZLE-mfl4h-usZ3iaCCPsiwhgPK0/edit 

 

５ 意見提出の際の留意事項 

 意見の提出に当たっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記し

ていない場合は、提出意見として取り扱わない場合もあります。 

 

６ 提出された意見の公表 

・ 提出していただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公開します。その際、住

所・氏名は公開しません。 

・ 同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。 

・ 賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の

考えを示すことはしません。 

 


